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教育委員会事務局指導室

中野区立教育センター分室の設置について

１． 名称及び位置

中野区立教育センター分室

東京都中野区野方一丁目３５番３号

２． 設置年月日

令和３年１１月２９日

３． 設置する理由

中野区区有施設整備計画（案）において、教育センターは、令和 3 年 11

月 29 日に開設する子ども・若者支援センター等複合施設へ移転することと

している。移転後の跡地には保健所を主体とした合同庁舎を整備する予定

であるが、それまでの間は区事務室として活用するとしていることから、

「教育センター分室」を設置し、有効活用を図る。

４. 教育センター分室で実施する業務

（１）教育支援室分室

通所する児童・生徒の利便性を図るため、教育支援室分室を設置

し、次の業務を行う。

・不登校など長期欠席状態にある児童・生徒に対する支援

・日本語指導が必要な外国人児童・生徒に対する支援

（２）研修室

既存の研修室は教職員の自主研修や研究会、校長会等に活用する。

また、目的外利用も継続する。

（３）その他

社会教育その他公共のために利用する。



５．改正する条例及び改正箇所

（１）中野区立教育センター条例

第１条に、分室を設置する旨を加える。

（２）中野区行政財産使用料条例

別表１２の表中「中野区立教育センター」を「中野区立教育センター分

室」に改める。なお、教育委員会議決後に総務部長宛に条例改正の手続き

を依頼する。

６. 条例改正に係る新旧対照表について

別紙のとおり

７. 今後のスケジュール

９月 議会報告（教育センター跡施設の活用）

１０月 区議会第３回定例会議案提出（条例改正）

１１月２９日 教育センター分室 開室



中野区立教育センター条例新旧対照表

改正案 令和２年中野区条例第４２号による改正後

（設置） （設置）

第１条 中野区における学校教育の充実及び振興

を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（昭和３１年法律第１６２号）第３０条の

規定に基づき、中野区立教育センター（以下「教

育センター」という。）を東京都中野区中央一丁

目４１番２号に設置する。

第１条 中野区における学校教育の充実及び振興

を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（昭和３１年法律第１６２号）第３０条の

規定に基づき、中野区立教育センター（以下「教

育センター」という。）を東京都中野区中央一丁

目４１番２号に設置する。

２ 教育センターに次のとおり分室を設置する。

第２条～第４条 （略） 第２条～第４条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

附 則

この条例は、令和３年１１月２９日から施行す

る。

名称 位置

中野区立教育センタ

ー分室

東京都中野区野方一丁目

３５番３号



中野区行政財産使用料条例新旧対照表

改正案 現行

第１条～第８条 （略） 第１条～第８条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

１～１１ （略） １～１１ （略）

１２ 中野区立教育センター分室 １２ 中野区立教育センター

１３～１５ （略） １３～１５ （略）

附 則

この条例は、令和３年１１月２９日から施行する。

施設 単位時間

午前９時～正午 午後１時～午後５時

研修室Ａ ２，０００円 ２，７００円

研修室Ｂ １，６００円 ２，０００円

研修室Ｃ ７００円 ９００円

施設 単位時間

午前９時～正午 午後１時～午後５時

研修室Ａ ２，０００円 ２，７００円

研修室Ｂ １，６００円 ２，０００円

研修室Ｃ ７００円 ９００円


